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令和５・６年度 板橋区青少年問題協議会 第２回全体会 

開催日時  令和６年 11 月８日（金） 午後 6 時 30 分～ 

開催場所  板橋区役所南館 6 階 教育支援センター研修室 ABC 

 

出席者 

板 橋 区 長  坂 本  健 

板 橋 区 議 会 議 長  田 中  や す の り 

文 教 児 童 委 員 長  長 瀬  達 也 

東 京 家 政 大 学 人 文 学 部 教 授  平 戸  ル リ 子 

法 政 大 学 キ ャ リ ア デ ザ イ ン 学 部 教 授   児 美 川  孝 一 郎 

教 育 委 員  野 田  義 博 

区 立 小 学 校 校 長 会 代 表  星 野  由 紀 子 

区 立 中 学 校 校 長 会 代 表  太 田  繁 伸 

都 立 北 豊 島 工 科 高 等 学 校 長  荒  繁 勝 

区 立 中 学 校 P T A 連 合 会 代 表  内 山  文 枝 

青 少 年 健 全 育 成 地 区 委 員 会 連 合 会 副 会 長  三 枝  節 夫 

青 少 年 委 員 会 会 長  木 下  裕 道 

民 生 ・ 児 童 委 員 協 議 会  主 任 児 童 委 員 部 会 長   中 道  精 司 

ジ ュ ニ ア リ ー ダ ー 顧 問 会 会 長  園 城 寺  史 呂 麻 

東 京 板 橋 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  坂 野  文 雄 

NPO 法人青少年自立支援援助センター事務局次長  山 本  依 里 子 

児 童 養 護 施 設 ま つ ば 園 園 長  山 川  庸 介 

フ リ ー ス ク ー ル ＠ な り ま す 代 表  久 保  正 敏 

NPO 法人 Learning for All 子ども支援事業部マネージャー  木 村  駿 

公 募 委 員 （ 1 9 歳 ～ 3 9 歳 ）  横 田  直 哉 

教 育 長  長 沼  豊 

産 業 経 済 部 長  家 田  彩 子 

子 ど も 家 庭 部 長  関  俊 介 

子 ど も 家 庭 総 合 支 援 セ ン タ ー 所 長  佐 々 木  三 良 

地 域 教 育 力 担 当 部 長  雨 谷  周 治 

   

出席職員（幹事） 

産 業 振 興 課 長  藤 原  仙 昌 

生 活 支 援 課 長  渡 辺  五 樹 

子 ど も 政 策 課 長  𠮷 田  有 

子 ど も 家 庭 総 合 支 援 セ ン タ ー 支 援 課 長  清 水  正 隆 

指 導 室 長  冨 田  和 己 

生 涯 学 習 課 長  太 田  弘 晃 

成 増 生 涯 学 習 セ ン タ ー 所 長  的 野  信 一 

地 域 教 育 力 推 進 課 長  高 木  翔 平 

教 育 支 援 セ ン タ ー 所 長  石 野  良 惠 
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【開会】  

 ・会長あいさつ  

・新任委員及び幹事紹介  

・委員及び幹事紹介  

 

【議事】 

坂本会長（板橋区長）  

それでは、次第に沿って進行させていただきます。はじめに「（１）本日までの経緯及び今

後のスケジュールについて」事務局から説明をお願いします。 

 

高木課長（地域教育力推進課長）  

 それでは、事務局から、資料２に基づきまして、本日までの経緯及び今後の

スケジュールについて、ご説明いたします。資料２をお手元にご用意いただけ

ますでしょうか。  

 まず、令和４年度に開催されました青少年問題協議会の議論を踏まえまして、

昨年 10 月 30 日に開催されました、令和５年度第１回全体会におきまして、令

和５年度・６年度の青少年問題協議会の審議テーマを「不登校の背景を的確に

捉えた、多面的な支援の実現に向けて」とし、専門部会として「アプローチ手

法検討部会」、「居場所検討部会」の二つを設けたところでございます。  

 この二つの専門部会を設置した背景としては、不登校問題の課題として、

「個々の状況に応じた支援の必要性」、「居場所の確保の必要性」が挙げられ、

それぞれの課題への対応を協議するため、「子どもや家庭の置かれた状況に対し

的確な支援を行うためのアプローチ手法」、「子どもたちが安心して過ごすこと

ができる居場所の確保並びにその機能を強化する方法」を検討するとしていた

ところでございます。  

 これまで、第１回から第３回の専門部会を開始しておりしまして、それぞれ

の専門部会での協議内容は、各部会長からご説明いただきますが、２月に開催

しました第１回の専門部会では、まずは、現況の把握と問題意識について共有

を図り、その中で出ました、当事者の考えを聞いてみたいという意見を踏まえ

まして、７月頃にアンケートを実施いたしました。  

 その後、７月中旬に開催しました第２回の専門部会では、具体的にテーマに

ついて協議を行いまして、それぞれの専門部会の議論を事務局で論点整理した

ものを踏まえ、９月頃に第３回専門部会を開催し、提言の内容や事務局からお

示しした提言構成案についてご議論いただきました。  

 これらの協議内容については、後ほど各部会長からご説明をいただきます。  

 本日は、第２回全体会となりまして、専門部会の協議経過報告をさせていた

だくと同時に、意見交換を議題とさせていただいております。  

 今後のスケジュールとしましては、１月頃に第４回専門部会を開催し、提言
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内容を調整させていただいたのち、３月頃に第３回全体会を開催し、提言の決

定を予定しているところでございます。  

 簡単ではございますが、説明は以上でございます。  

 

坂本会長（板橋区長）  

つづきまして、「（２）協議経過報告」に移ります。これまで３回開催された

各専門部会の協議報告と、アンケート調査及び要点整理内容につきまして、ご

報告いただきたいと思います。  

それではまず「①第１回専門部会報告」について、アプローチ手法検討部会・

部会長の平戸副会長から、続いて居場所部会・部会長の児美川副会長からご報

告をお願いいたします。  

 

平戸副会長（東京家政大学  人文学部教授）  

それでは、アプローチ手法検討部会の取りまとめをさせていただいておりま

す東京家政大学の平戸からご報告を申し上げます。皆さんのお手元に渡ってお

ります資料の３、こちらの１ページ目をご覧ください。左側がアプローチ手法

検討部会の経過でございます。  

第１回でございますが、こちらは令和６年の２月 22 日に行われました。私ど

ものアプローチ手法検討部会は、委員の皆さんが大変現場経験をお持ちの方々

でしたので、まずはその現場でご経験されているところを共有していこうとい

うことになりました。ホワイトボードを使いまして、表を作成しました。縦軸

は子どもさんの不登校の状況の段階を分けました。問題なく通えている状態を

０とし、一方でかなり深刻な状況を６とし、全７段階としました。また、横軸

は３つの点を記載しました。１点目は、（支援者が）それぞれの状況に応じて把

握するべき点や、実際のアプローチとして行われたことを記載していきました。

２点目は、その状況において保護者との繋がりがあるのか、 希薄なのか、ある

いは全くないのかということを、そして横軸の３点目は、それではこの子ども

たちが活躍できる居場所はどういうところがあるだろうかということを作りま

した。  

意見としてでた主な内容といたしましては、皆さんのお手元にあります左側

のところ、ご覧いただきたいと思います。まずは、実際にひきこもりなどが起

こってしまっているお子さんについての成功事例をだし合っていただきました。

様々な例がでたんですけれども、やはり非常に特徴的だったのは、いきなり何

がなんでも学校に来てほしいというのではなくて、例えば、地域の清掃活動な

どの 1 回クッションを経て、もしくは民生・児童委員の方にご協力をいただい

てなどという風に、 急に、とにかくいきなりのゴールは学校ではないよという

ことで、クッションなどをうまく使っての成功事例がでてきたというのが特徴

的なものでございます。     

一方で、困難の事例の共有化もいたしました。委員さんたちがみんな頷いて
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おられたのは、なぜ学校に行かないのか、本人もわからない、ご家族もピンと

来ないと。けれども、学校に行けていないと。この子たちを無理に学校に戻す

というのではなくて、まずそこの理解と、そうは言っても学びたいという気持

ちがあるというような、そういう情報共有もできましたので、 そういうところ

をどう吸い上げていくか、どう結びつけていくかという意見が盛んにだされま

した。  

そして、実際に、その成功事例、困難事例の共有に加えまして、じゃあ実際

にこういう風にしてみたという具体的なアプローチについても委員の方々にお

だしいただきました。その中で、板橋区が近年力を入れておりますスクールソ

ーシャルワーカー（以下「SSW」）などの積極的な活用が非常に効果を上げてい

るというようなことがまずは挙がりました。また、実際にそういう支援をなさ

っている現場の委員さんからは、 否定的な言葉かけではなくて、ほんの些細な

気遣いですけれども、よく来たねというような肯定的な言葉かけが非常に良い

結果を生むというような具体的なお話もありました。   

様々な事例の共有化をしたうえでなんですが、実際に支援していくにあたっ

ては、やはり支援に携わる人がどうしても不足している、どうやってこういう

人たちを継続的に活用していけばいいかというのが課題であるというような意

見がでてまいりました。以上が、簡単ではございますけれども、第 1 回のアプ

ローチ手法の方で確認された内容でございます。  

 

坂本会長（板橋区長）  

平戸副会長ありがとうございます。  

 次に、児美川副会長お願いいたします。  

 

児美川副会長（法政大学  キャリアデザイン学部教授）  

法政大学の児美川と申します。よろしくお願いします。居場所検討部会のま

とめ役をさせていただきましたので、簡単に内容についてご報告をさせていた

だきます。   

資料３の１ページの右側を見ていただければと思います。この回は初回でし

たので、まずは不登校がなぜ起きるのか、どういう状況で何が必要なのかみた

いなことがあるわけですが、そういうことを踏まえた上で、特に居場所がどう

いう意味で必要であり、どんな居場所があると良いのか、そういう観点から、

委員の方々それぞれが持っている課題意識をだし合って共有することから始め

ました。委員の方々は学校の先生も含めてそれぞれが現場をお持ちの方でした

ので、それぞれの現場からどういうことが見えるのかみたいなことを全体で共

有すると、そんなことをいたしました。  

資料を見ていただければわかりますけれども、まず何より大事なのは、やっ

ぱり子どもたちにとって安心・安全な場、それは学びであるし、生活であるし、

成長・発達であるわけですけど、そういう安心、安全な場が必要だと。その時
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に、意見としてかなり複数でてきたのは、評価をされることについては、 子ど

もたちは相当に敏感になっているということでした。でも自分から「先生から

評価される場には行きたくない」とは言えない一方で、ちゃんと自分が認めら

れる、大人の言うことを聞いているから認めるのではなくて、ありのままの自

分がちゃんと認めてもらえる、そういうところを子どもたちは求めているみた

いな話はかなり複数でてきました。また、そういうことが可能であるためには、

やっぱり少人数の、子どもたちへの目が十分に届く少人数学級の話がでました。

コロナ禍の時に、学校が再開した時にもすぐには一斉登校ではなく、 おそらく

多くの学校は半数ぐらいの登校であったわけで、そうすると、一クラス 20 人以

下、10 何人みたいな、その時の経験から、やっぱりその時は目が行き届きます

ね、みたいな話でした。  

やはり子どもたちにとっての本当に安心・安全な場を作っていくってことが

原点で、それが居場所ってことになると思います。ですから、居場所は学校以

外のフリースクールとか学びの場とか、そういうところだけが居場所ではなく

て、本来の学校だって当然居場所になりうるわけですし、むしろならなければ

いけない、そういう意味も含めてよく捉えようってことを共有しました。  

また、その居場所が担うべき役割・機能としては、まずは学習保障と発達保

障ではないかと。当たり前のようなことですけども、学びをどういう風に子ど

もたちに保障するのかというところと、子どもたちがどうやって成長し大人に

なっていくのか、どのように子ども同士や大人との関係を作るようになりって

いう発達の保障、その両者をどうしていくかという話になりました。  

学習保障の方に関しては、これは、必ずしも（不登校児が）教室に戻ればお  

しまいではないよねと。一人ひとりの学習形態に沿った居場所づくり、例えば

一人で勉強したい子もいるんですよね。だからその子も未来永劫一人で勉強し

なさいとは言わないとしても、まずは現状がそういう状態であることはちゃん

と認めてあげて、一人でも学べる環境を確保する。もちろん、その後に支援者

が入ってくることはあってもいいわけですけど、そこを強要強制するんじゃな

くて、まずは一人で学ぶみたいなことも必要ではないかと。 

また、発達保障についてですが、子どもたち同士のコミュニティってすごく

大事で、学校みたいなあらかじめ組み立てられたクラスとか学級っていう中で

のコミュニティではなくて、不登校の居場所みたいなところでも実は子ども同

士が関係を作っていって、ある意味でお店ができていく、そういうこともすご

く大事にしていかないといけないのではという意見がでました。そのあたりの

問題意識を共有して次回にまた意見交換しましょうということで第１回は終了

しました。報告は以上です。  

 

坂本会長（板橋区長）  

ありがとうございました。次に「②アンケート調査結果報告」について、事

務局から説明をお願いいたします。  
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高木課長（地域教育力推進課長）  

 それでは、事務局から、資料４に基づきまして、アンケート調査結果につい

て、ご説明いたします。資料４をお手元にご用意いただけますでしょうか。  

 第１回の専門部会の居場所検討部会におきまして、不登校の状態にあった子

どもたちの声を聞いてみたいというお話がありまして、事務局の方でアンケー

トを行うことといたしました。  

 時期としては、７月４日、５日に、方法としては、都立北豊島工科高等学校

と同じく都立大山高等学校にご協力をいただきまして、定時制の生徒を対象に、

国が不登校経験のある児童生徒に行ったアンケートを参考に、事務局で独自に

作成しました調査票を基に 40 名の生徒の皆様に匿名でご回答いただいたとい

うものでございます。  

 時間の都合もありますので、ポイントを絞ってご説明させていただきます。  

 まず、問２において、これまで学校に通っていなかったことがあるかという

ことで、あるという生徒が 23 名おりました。この後の設問については、基本的

にこの 23 名の生徒を対象にご回答いただいております。ごく一部、 23 名を超

えておりますが、設問の対象とならない生徒も一部ご回答いただいたものでご

ざいます。  

 問３では、学校通っていなかった時期を聞いておりまして、中学生の時期が

多い傾向がありました。一方で、小学１、２年生もあるところでございます。  

 問４では、学校に行かなくなった理由としては、なんとなくという理由は一

定数あるものの、学校へ行く日の朝は起きられなかったり、体調が悪くなった、

勉強が分からず、学校がつまらなかったという理由が多いという結果となりま

した。  

 問５では、居場所の周知に関しまして、自宅や学校以外の居場所について知

っていたか聞いたところ、知らなかったという回答が半数を超えました。また、

知っていた場合の知った方法としまして、インターネットや SNS、先生・友人、

区の施設と様々といったところでございます。  

 問６について、学校に行かなかったときの自宅以外の居場所について、特段

なかったか、学校内が多く、区教育施設も一定数いたことがわかりました。理

由として、一人になれるといった回答と同じくらい、友人がいたという理由も

ありました。  

 続いて、問 10 について、学校に行かなかったときにこんな場所があったらい

いのにと思う場所として、大人に注意されたり、勉強を強要されたりしない場

所があってほしかったとか、オンラインで学べるところという回答が多くあり

ました。雑駁ですが、説明は以上です。  

 

坂本会長（板橋区長）  

次に「③第２回専門部会報告」について、アプローチ手法検討部会・部会長
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の平戸副会長から、続いて居場所部会・部会長の児美川副会長からご報告をお

願いいたします。  

 

平戸副会長（東京家政大学  人文学部教授）  

はい。それでは、アプローチ手法検討部会第２回の内容につきまして、ご報

告申し上げます。資料３の２ページ目をご覧ください。前回の第 1 回が、自由

に現状について発言をしていただいて、それを共有するということでございま

したけれども、この２回目は、不登校の背景をまずは捉えながら、実際に何が

必要かというものを、また具体的な例を皆さんで共有化したということでござ

います。また、先ほどご説明がありましたけれども、アンケート調査の結果が

でておりましたので、それも踏まえまして委員から意見がでたということでご

ざいます。資料３、２ページ目の左側がアプローチ手法検討部会のまとめでご

ざいますので、これに沿いまして簡単にピックアップしてご説明いたします。   

まずは、支援機関同士の連携強化が必要だったというような事例がございま

した。これは、実際に現場で支援をしておられる委員さんの方から、（不登校児

の）保護者からの発信がとにかく少ないと、まして本人もひきこもっている状

態、そういう状態の中で、いかに時折ある些細な SOS を見逃さないか  というこ

とが大事であるというような具体的な例が語られております。   

また、SSW やスクールカウンセラー（以下「 SC」）に繋げるきっかけを見逃さ

ない、そういうのを大事にして支援につなげること、これが有効であったとい

うようなご意見がでました。   

また、その次の周知の強化でございますけれども、こちらも先ほどのご説明

にありましたアンケート結果でもございましたが、相談窓口がそもそもあると

いうことを知らなかった、相談できるということをそもそもわからなかったと

いう声がございます。  

こういうところを踏まえまして、実際の相談窓口であるとか支援機関が、 こ

ういうところがあるし、こうなると実際に相談をしていい、こういうことがで

きるということを発信していくという、その情報がしっかりと繋がっていくこ

とが大事ではないかというご意見もでました。  

また、委員さんからは、実際に相談力というものが十分でない当事者あるい

は保護者の方に、「相談してください」と漠然と言っても、実際には効果が上が

らないのではないかと。そうではなくて、具体的に「こういうことがここだと

できます」「こういう点がお答えとしてありますよ」というような具体的なこと

を発信していくというのが必要ではないかという意見がでました。  

これらをまとめますと、何らかの情報ですとか、あるいはその情報をきっち

りと吸い上げるですとか、そういう何かと何かを繋いでいくということにまと

められるのではないかというような方向性がでてまいりました。   

さらに、子どもたちは「学びたい」とか「進学したい」という気持ちは持っ

ている。その中で、自分だけでやれではなくて、様々な方から支えていただき
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たいというような声がありまして、例えば、多様なニーズに応じた学習支援と

いうところにもでてくるんですけれども、一人ではなく先生などが  手伝って

くれるような場所というのは大変重要であるという意見がでました。例えば 

民生・児童委員や大学生ボランティア、あるいは SSW など、様々な方が協力し

て支援をしてくれるとさらに有効だというようなことがでてまいりました。こ

ういうところから見えてくるのは、 「一人で頑張れ」ですとか「家族だけで乗

り越えなさい」というのではなくて、その当事者を中心に見据えて支えていく

という、そのあり方そのものが検討されるべきではないかというところが見え

てきたようなところがございます。さらにはですね、先ほど少し申し上げてし

まったんですけれども、進学はしたいと、それから学ぶことに関心がないわけ

ではないというような声を聞いてくださっている現場の委員さんのお話もござ

いました。そういう中で、多様な真実の学びというものについてどう大事に吸

い上げて、それを様々な形で支援していくかということが大切であるというご

意見もたくさんでました。ここからは、学びの多様性とか学びのあり方という

ことがまとめとしてでてくるのかなと思います。  

第 2 回のアプローチ手法では、そのようにですね、例えば何かと何か情報を

「繋ぐ」ということ、あるいは、それらを「支える」ということ、そして多様

性、多様な学びを尊重して「学びのあり方を掘り下げていく」、こういう、大き

く分けますと３つの方向性の意見がでてきたということでございます。なお、

これにつきましては、この第２回だけでは十分議論が尽くせなかった部分がご

ざいましたので、第３回も引続きご議論いただく形になりました。第２回のア

プローチ手法検討部会の報告は以上でございます。  

 

坂本会長（板橋区長）  

平戸副会長ありがとうございます。  

 次に、児美川副会長お願いいたします。  

 

児美川副会長（法政大学  キャリアデザイン学部教授）  

居場所検討部会の方ですが、 第２回は、第 1 回のそれぞれの委員の方々の問

題意識、課題意識の共有を踏まえて、ではどういう支援ができるのか、その支

援にはどんなことが必要かを議論しました。まず冒頭で、先ほどご報告のあっ

たアンケート調査の結果についての意見交換をするところからスタートをしま

した。  

（アンケート調査結果）資料４の内容ですけれども、私たちの部会で注目し

た点をご紹介していきます。まずは問５「自宅や学校以外の居場所があること

を知っていたか」という設問ですが、「知らなかった」が 58 パーセントで、６

割ほどいるわけでして、まずはここからスタートしなきゃいけないということ

を改めて認識した次第です。あるいは問８「学校に行かなかったとき勉強して

いたか」という設問を見ていただくと、「勉強していなかった」が 64 パーセン
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トと、全体の３分の２であるわけですよね。やっぱりそうなんだなっていうよ

うな感覚でした。先ほど学習保障という話をしましたけども、この現状を踏ま

えたうえでそれではどうするかという点について議論をしました。支援の中身

やあり方の話の前に、どこに向けて支援をしていくのか、何を目標にして支援

をしていくのかという部分です。  

どこに向けてという点ですが、不登校のことを議論するときには、これはも

う板橋区だけではなく日本全国で、文科省等も言っていることとして、子ども

を学校に戻すということを一義的な目標にするのではなくて、子どもたちが将

来社会的自立を果たせるようにしていくことを考える。もちろん戻れたら戻っ

ていいわけですけど、だけど、学校に戻すことだけを絶対視するのではないで

すよと。とはいえ、社会的自立って何だろうかと考えた時に、実はこれが意外

に難しいですよね。経済的自立まで含んでトータルに考えるのか、もしくはそ

うではなくて、ある種の精神的というか、親からの精神的な自立ができてれば

それでよしとするのか、はたまた、そういうところ自体がちょっとぐらついて

いるのではないのかですとか、そのような話からスタートしました。どこに向

けてゴールとして見据えるのかということについて、確かにこれは考えなけれ

ばいけない重要な課題ですよねといった、そういうことも議論の中では論点と

してでました。  

もう 1 つ、何を目標にして支援するのかについてですが、資料内の上から２

つめの囲み部分「支援情報の周知強化」という部分についても、周知強化の前

に、そもそも保護者が子どもの状況に対して「無理に外に行かせる必要がない」

「本人が嫌なら仕方がない」といった、保護者も特に問題視していない、それ

はそれで仕方がないよって思っているケースが随分でてきているという現場の

先生からのお話がありました。そうだとしたら、何を目標にしていくのかとい

うところは、子どもだけでなく保護者に対する働きかけや情報発信の必要性も

あると思います。そのうえで、どういう支援なりアプローチなりができるかと

いう議論をしました基本的には多様な支援のネットワークが必要で、その中で

の情報共有であったり、専門家同士が繋がるですとか、地域にある様々な機関

同士が連携するとか、いろいろな意見がでました。  

私の印象的なことで言うと、例えばオンライン授業という分野がコロナ禍以

降にでてきていて、学校にでてきて授業受けるのは難しいがオンラインだった

らすっとそこに入られるみたいな、お子さんもでてきていることをどう踏まえ

て、積極的に位置付けるかですとか。もちろん、だからその場でずっと固定し

ていって、ずっとそれでいいのかという長期的視点での微妙な問題はあると思

いますけども。まずは（学びの場として）でてこられるのであればオンライン

から入ってみましょうみたいなこともあるわけで、このようなツールは今後積

極的に活用できるのではないかという意見がございました。  

さらに、資料の 1 番最後の囲み部分の中で「第３の大人」という表現があり

ます。要するに、親でも教師でもない、居場所の指導者でもない、ご近所さん



10 

 

や顔なじみなだけのただの大人の存在って実は大事で、そういう人が子どもた

ちにどう関わるかってところは大きいのではないかといった話もありました。

そういうところを全部含んで、多様な支援のネットワークの重要性を考えてい

く必要がありますねといったところで、第２回の部会は終了しました。報告は

以上です。  

 

坂本会長（板橋区長）  

児美川副会長、ありがとうございました。  

それでは、ここまでの経緯について、委員の皆様からご質問を賜りたいと思

いますが、いかがでしょうか。  

  

 （質問なし）  

 

後ほど全体を通しての意見交換の時間がございますので、その際に再度委員

の皆様からご意見を賜りたいと思います。  

それでは、協議経過報告の続きに移ります。「⑤要点整理内容報告」について、

事務局から説明をお願いいたします。  

 

高木課長（地域教育力推進課長）  

 それでは、資料５に基づきまして、要点整理内容について、ご説明させてい

ただきます。資料５をお手元にご用意いただけますでしょうか。  

 先ほど両部会から協議経過報告がありましたとおり、第２回の専門部会にお

きましては、審議テーマの実現に向けて必要な施策について、委員の皆様から

でた意見を集約した結果として、両専門部会において、共通したキーワードが

でてまいりました。そちらを整理したものが、資料５の上部でございます。  

 二つの専門部会に分かれて、ご議論いただいたものの、結局は、どのような

居場所が必要で、その居場所につないでいくためにはどのようなアプローチが

必要かといった内容がセットで話し合われることが多い状況となったため、審

議テーマの実現のために必要なこととして、第２回の専門部会では、多くの共

通した内容がキーワードとしてだされることとなりました。もちろん、それぞ

れの部会特有の議論、キーワードもございましたが、網掛けの部分については、

両部門に共通して出されたというところであります。  

 そこで、事務局では、これらのキーワードに共通する視点を取り出して、視

点の観点からグループ分けし、整理することにより、提言を対策・施策の３つ

の視点という括りで整理できると考え、提言の構成案としたところであります。 

 その視点が「繋ぐ」「学ぶ」「支える」という３つの視点であり、この３つの

視点により、提言の内容を整理していく方向性はどうかということで、第３回

の専門部会にそれぞれご提案し、内容や構成についてそれぞれの部会でご協議

いただいたところでございます。  
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 要点整理の内容としては、説明は以上でございます。  

 

坂本会長（板橋区長）  

次に「⑥第３回専門部会報告」について、アプローチ手法検討部会・部会長

の平戸副会長から、続いて居場所部会・部会長の児美川副会長からご報告をお

願いいたします。  

 

平戸副会長（東京家政大学  人文学部教授）  

はい。アプローチ手法検討部会の報告をさせていただきます。   

本来ですと第３回から始めなければいけないところですが、先ほど第２回の

説明が途中までとなっていましたので続きから報告させていただきます。資料

３の２ページの左側をもう 1 度ご覧いただければと思います。   

下から四つめの囲み部分「多様な将来設計への道筋創出」というところでご

ざいます。実は、実際にその不登校のお子さんたちに関わっておられる委員さ

んから、特に中学生は多くの子が「高校には行きたい」という希望がでている

というご意見がございました。自分の学力とか勉強の取り組みとは別で、例え

ばスポーツが強いところに行ってみたいとか、吹奏楽をやってみたいとか、な

んとなく先輩が行っているから憧れているとか、動機は様々ですけれども、そ

ういうところを大事に吸い上げていくことが支援に必要なのではないかという

ご意見がでました。とても大事なご意見だったと思いますので、この場で申し

添えたいと思います。  

また、下から二つめの囲み部分「子どもの個性に応じた個別支援」について

の支援のあり方でございます。高校生のアンケート、非常に私どもも参考にな

りまして、それを基にした議論がでたのですけれども、（資料４・問４「学校に

行かなくなったきっかけ」の中で）「朝起きられない」ということが不登校のき

っかけになっているというようなご意見があったと思いますが、割合として非

常に多かったと思います。そういうことに対して  どう支援をしていったらい

いかという議論が第２回はでました。その議論を受けて第３回の専門部会では

さらに進められた内容が話し合われたということでございます。それでは、資

料３の３ページ左側をご覧ください。  

まず、第３回の前半は、アプローチ手法について何を重点的に行えばいいか

という点に絞って意見交換を行いました。特に重要という部分では、まず何よ

りも根気強く積極的にアプローチを続けていくこと、積極的なアウトリーチを

かけていくことが大事ではないのかという点でした。子どもや保護者からのサ

インがなくても、こちらからさりげなく声をかけていくこと、絶え間ないアウ

トリーチというのが必要ではないか。こういうところなどは、先ほどの話でも

ありましたが、例えば朝起きられないというお子さんなどに対して非常に効果

的ではないかと思います。  

それから、元々の不登校の原因の中に、特に小さなお子さんであれば家庭の
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状況把握というのもやはり必要ということで、そういうことをきっちり把握し、

把握しただけではなく、そのうえで適切な支援機関や専門員に繋げていくとい

うことが大事ではないかということでした。 

 

また、繋がるということに関しても、支援者として特定の方がいる時はきち

んと繋がっていたけれども、その方が異動してしまったりすると支援が途切れ

るということがでてきたという問題もでてきました。   

そうすると、単に属人的に繋がるのではなく、組織的にきちんと連携をして

いく、あるいは機関同士が、人が変わってもポイントをきちんと押さえて繋が

っていくということが大事ではないかというのが第３回の前半部分では話し合

われました。  

後半部分では、事務局より示された提言構成案について話し合われました。  

まずこのことについて委員の方々からでてきたのは、実はこの「繋ぐ」「学ぶ」

「支える」という視点についてです。視点そのものは分かりやすいのだけれど

も、主語が別々というか、誰の目線なのかがごちゃっとしているのではないか  

というご意見がでました。「学ぶ」というのは子どもの目線で、「繋ぐ」「支える」

はどちらかというと支援者側の意見であるというような意見がでました。  

そうすると、そこをもう少し練っていくことが必要ではないかという意見が

でまして、委員さんたちと一緒に、例えばこういう風な言葉にしていったらど

うかということも話し合われました。  

例えば同じ目線で言うならば、例えば「繋ぐ」は「繋がる」だったらどうか

ですとか、「学ぶ」はそのままでも、「支える」は「支えあう」だったら、もう

少し目線が近くなるのではないか  というようなご意見がでました。 

また、これもとてもいいご意見だと思うのですが、今の現状の共有だけでな

く、事前に予防するという観点がもう少し提言の中に含まれてもいいのではな

いかという意見もございました。成功事例などの中から、あるいは困難事例の

中から、もしこうしていたらとか、こんなふうにできたらもっとっていう部分

を共有化していくことで、予防というものを少し提言の中に強調してもよいの

ではないかという点でした。  

また、板橋区としての不登校問題の傾向や特徴をもう少しきっちりと私たち

で共有化をして、板橋区の特徴を踏まえた提言にしていければなおよいのでは

ないかと。実際、板橋区にはたくさんの地域資源がございます。そういう部分

をその提言の中に盛り込んで、支援としても板橋らしさをだしていければいい

のではないかというご意見がでたというのが第３回のアプローチ手法のご報告

でございます。簡単ではございますが、以上でございます。  

 

坂本会長（板橋区長）  

平戸副会長ありがとうございます。  

 次に、児美川副会長お願いいたします。  
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児美川副会長（法政大学  キャリアデザイン学部教授）  

居場所部会検討部会の第３回ですが、ただいま平戸先生がご報告されたアプ

ローチ手法検討部会と同じような意見がでました。最終的には「学ぶ」「支える」

という主語が子ども目線だったり大人目線であったり、ちょっとごちゃっとし

ていますねと。居場所検討部会としては、その部分を組み替えたほうがいいみ

たいな話になりました。その話に移るまえに何点かございます。まず全体像を

見た上で、私たちの部会としては  ３つの視点、それぞれもちろん大事なことで

すけども、まずは学校という場所そのものがどういう居場所になっていくかっ

て視点はもうちょっと見えるようにしてもいいかもという点です。   

「学ぶ」という部分に関して、学校においての学習保障って重要な役割が来

るのはわかりますけど、学校は学習保障の場だけではないと思いますので、居

場所としての学校の機能といった、そういうところをもうちょっと出してもい

いのではという意見がございました。  

また、「支える」という点に関して言えば、子どもを支えるのはもちろんです

けど、家庭支援の必要とかもあるのではないかという点もございます。今の問

題を考えていたら、子どもを支えるためにも、その背景にあるご家庭をどう支

えるかみたいなことですね。あるいは、支えられるべきは家庭だけじゃなくて

支援者にも当てはまるのではないか、支援者も十分な条件とか環境のもとで活

動できているわけではなくて、そこをどう全体で支えていくかという、その視

点もありますよねということでした。  

また全体に、子どもの意見をきちんと聞くという観点もでました。まず当事

者である子どもの意見を聞いて、そのうえで現状の支援体制等について点検を

するみたいな、そのような視点が盛り込まれているとよいのではないかと思い

ます。それに付随して、よりよい体制構築に向けて変化していく、今のあり方

を変えていくっていう視点ですよね。それは学校のあり方もそうかもしれない

ですし、他の分野である例えば地域や家庭のあり方もそうかもしれないです。

一方で、変えるという視点については、しごく当然のことでもあるから敢えて

盛り込む必要もないのではという意見もございました。  

先ほど平戸先生からもありましたが、未然の予防という観点についてはこち

らの部会でもでてきました。むしろ予防の観点はもっと強くてもいいのではな

いかということでした。 

そういう議論を深めながら、最終的にこの３つの視点「学ぶ」「支える」「繋

ぐ」については、「繋ぐ」は「繋がる」として子どもを主体にしつつ、「学ぶ」

は子どもの視点、「支える」は大人の視点にしてはどうかと。そしてこの３つが

横に並んでいるのではなくて、「繋ぐ・繋がる」「学ぶ」が上にあって、その下

に「支える」といった見せ方ではどうだろうかと。「支える」に関しては、直接

子どもを支えるだけじゃなくて、家庭を支えるだったり、また一方で支援者も

支えられたりっていう、重層的な構造というか土台のようなイメージで発想す
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るほうが整理しやすくより分かりやすいのではないかという議論を部会の最後

のほうではしておりました。報告は以上です。  

 

坂本会長（板橋区長）  

児美川副会長ありがとうございました。つづきまして「（３）意見交換」に移

ります。  

ただいまの協議報告の中で、要点整理として「３つの視点」での提言構成案

が事務局より示され、その構成案について第３回専門部会でご議論いただいた

内容についての報告がありました。  

この点を踏まえまして、今回の審議テーマである「不登校の背景を的確に捉

えた、多面的な支援の実現に向けて」の提言の原案作成に向けたご意見を委員

の皆様から賜りたいと思います。いかがでしょうか。  

 

坂野委員（東京板橋ロータリークラブ） 

坂野と申します。よろしくお願いします。  

子どもたちを取り巻く保護者、支援者の環境については、ひと昔前と今とで

は全くあり方が違うように感じたんですよね。学校の先生の指導もそうですし、

学校と PTA との繋がり方もそうです。また、部活動もそうです。今は先生たち

も多忙で、部活動をはじめとした先生方の働き方改革を推し進めている状況で

もあります。しかしながら、部活動を通じて子どもたちと先生の繋がりを強く

し、信頼関係が生まれているとも思うのです。先生方と生徒が繋がりを持つ機

会は、大事にしなければならないのではと思います。一方で、報道でもありま

したが、今年は去年よりも不登校児数が多いですよね。不登校対策も含め、関

係者が一生懸命取り組んでいても未だに増加傾向であるのはどうなのかなと感

じています。その点について、区と教育委員会はどのようにお考えで今後どの

ように展開していくのかということをお聞きできればと思います。  

 

坂本会長（板橋区長）  

今回のテーマである不登校対策については、本協議会においても専門的知見

を持った方や不登校児への対応経験をお持ちの方、また学校現場に直接携わっ

ていただいている方など、各方面からの方々が参加いただきまして、昨年から

この議論をしていただいております。委員の皆さまからの意見を提言としてま

とめていただいたうえで、区また教育委員会として今後どのようなことができ

るのかということを明確にして進めていきたいと考えております。  

貴重なご意見ありがとうございました。  

お時間に限りがございますので、ここで一度区切らせていただきたいと思い

ます。さらにご意見をいただけます方は、後日事務局へご伝達をお願いいたし

ます。  
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本日は、様々な分野でご活躍されている皆様から、「不登校の背景を的確に捉

えた、多面的な支援の実現に向けて」の提言の原案作成に向け、これまでも専

門部会を含めたご意見を頂戴いたしました。  

本日頂いたご意見とこれまでの専門部会のご意見を整理したうえで、より具

体的かつ実効性のある提言の原案を作成し、次回の全体会にお諮りしたいと考

えております。また、原案作成の際には専門部会の皆様にも再度ご協力をいた

だけますようよろしくお願いいたします。  

最後になりますが、本協議会の委員の皆様には、それぞれのお立場から子ど

もたちへの支援に今後も変わらぬお力添えをお願い申し上げまして、本日の議

事を終了とさせていただきたいと思います。  

そのほか、事務局から連絡事項等ございましたらお願いいたします。  

 

高木課長（地域教育力推進課長）  

 ＜事務連絡＞  

 

坂本会長（板橋区長）  

それでは、以上を持ちまして、令和５・６年度板橋区青少年問題協議会第２

回全体会を閉会とさせていただきます。  

本日はお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございました。  


